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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
中
は
商
工
会
事
業
の
推
進
及

び
運
営
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
昨
年
は
、
未
だ
収
束
の
見
え

な
い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
の
影
響
に
加
え
、
国
際
情
勢
の

悪
化
に
伴
う
物
価
上
昇
、
少
子
高
齢

化
・
人
口
減
少
の
加
速
、
後
継
者
不

足
に
よ
る
事
業
承
継
難
等
、
景
気
回

復
を
阻
む
懸
念
材
料
が
山
積
し
て
お

り
、
地
域
の
小
規
模
零
細
企
業
に
と

っ
て
大
変
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
お

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
商
工
会
で
は
改

正
小
規
模
支
援
法
に
基
づ
く
「
経
営

発
達
支
援
計
画
」
認
定
に
伴
う
、「
経

営
発
達
支
援
事
業
」
の
推
進
に
よ
る

小
規
模
事
業
者
の
持
続
的
発
展
や
問

題
解
決
に
向
け
た
伴
走
型
支
援
を
実

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
の
中
小
・
小
規
模
事

業
者
の
コ
ロ
ナ
禍
克
服
に
向
け
た
経

営
計
画
の
策
定
・
実
行
を
支
援
す
る

た
め
、
商
工
会
に
相
談
窓
口
を
設
置

し
、
国
の
緊
急
経
済
対
策
で
あ
る

「
事
業
復
活
支
援
金
」や
、「
小
規
模
事

業
者
持
続
化
補
助
金
」
等
の
活
用
を

通
じ
、
支
援
体
制
の
強
化
に
努
め
て

参
り
ま
し
た
。

　

本
年
に
つ
き
ま
し
て
も
、
商
工
会

の
重
点
事
業
で
あ
り
ま
す
巡
回
訪
問

等
に
よ
る
会
員
事
業
所
の
向
上
支
援

と
し
て
全
国
統
一
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
「
商
工
会
は　

行
き
ま
す　

聞
き

ま
す　

提
案
し
ま
す
」
の
実
践
と
窓

口
相
談
業
務
等
の
充
実
を
図
り
、
地

域
経
済
の
活
性
化
事
業
に
貢
献
す
る

と
と
も
に
、
会
員
事
業
所
の
支
援
に

尚
一
層
努
め
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま

す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
商
工
会

は
地
域
唯
一
の
総
合
的
経
済
団
体
と

し
て
地
域
で
頼
り
に
さ
れ
る
商
工
会

を
目
指
し
て
努
力
し
て
参
る
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
本
年
も
ご
支
援
、

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
皆
様
の
ご
多

幸
と
地
域
の
繁
栄
を
ご
祈
念
申
し
上

げ
新
年
の
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

青
年
部
コ
ー
ナ
ー

　

地
域
の
振
興
と
発
展
を
担
う
若
手

後
継
者
等
の
資
質
向
上
を
目
的
と

し
た
「
青
年
部
若
手
後
継
者
等
育
成

事
業
研
修
会
」
を
、
去
る
12
月
12
日

（
月
）に
開
催
致
し
ま
し
た
。

　

講
師
に
は
東
北
大
学
名
誉
教
授
西

野
徳
三
氏
を
迎
え
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持

続
可
能
な
開
発
目
標
）
を
テ
ー
マ
に

ご
講
義
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
経
済
面
、
社
会
面
、

環
境
面
の
幅
広
い
課
題
の
統
合
的
な

解
決
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
持
続

的
な
社
会
の
実
現
の
た
め
に
民
間
セ

ク
タ
ー
の
積
極
的
な
関
与
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

講
義
で
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
参
画
へ
の
ス

テ
ッ
プ
を
始
め
、
近
年
の
社
会
的
課

題
や
そ
の
解
決
に
向
け
た
取
り
組
み

事
例
等
を
交
え
た
説
明
が
行
わ
れ
た

ほ
か
、
事
業
者
と
し
て
自
社
の
活
動

内
容
と
紐
づ
け
て
行
う
こ
と
で
期
待

さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
学
ぶ
こ

と
で
参
加
者
の
理
解
を
深
め
る
と
同

時
に
参
画
へ
の
意
識
を
高
め
ま
し
た
。

　

講
義
終
了
後
の
質
疑
応
答
で
は
、

各
参
加
者
か
ら
西
野
氏
に
対
し
、
自

社
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
助
言
を
求

め
る
声
な
ど
積
極
的
な
意
見
交
換
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

 　

去
る
12
月
21
日（
水
）、
一
迫
花
山

商
工
会
と
宮
城
県
商
工
会
連
合
会
が

主
催
す
る「
事
業
者
向
け
講
習
会
」を

開
催
致
し
ま
し
た
。

　

講
師
に
は
、
税
理
士
の
塩
野
貴
之

氏
を
迎
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
と
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
講

義
に
よ
り
開
催
。

　

講
習
会
で
は
「
電
子
帳
簿
保
存
法

対
応
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
、
令

和
４
年
に
改
正
さ
れ
た
電
子
帳
簿
保

存
法
の
概
要
及
び
要
件
、
実
務
上
の

ポ
イ
ン
ト
等
に
つ
い
て
ご
講
義
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

昨
年
同
様
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
開

催
と
な
り
ま
し
た
が
、
講
義
で
は
制

度
概
要
を
分
か
り
易
く
説
明
い
た
だ

き
、
盛
況
の
う
ち
終
了
し
ま
し
た
。

女
性
部
コ
ー
ナ
ー

　

去
る
12
月
７
日（
水
）、
一
迫
ふ
れ

あ
い
ホ
ー
ル
研
修
室
に
お
い
て
、
女

性
部
若
手
後
継
者
等
育
成
事
業
研
修

会
を
開
催
致
し
ま
し
た
。

　

講
師
に
は
、
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ

ー
の
石
川
太
郎
氏
を
迎
え
、「
全
国
の

経
営
事
例
か
ら
学
ぶ　

事
業
者
の
工

夫
を
知
っ
て
ま
ち
を
元
気
に
」
を
テ

ー
マ
に
ご
講
義
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

大
型
店
に
対
抗
す
べ
き
工
夫
を
こ

ら
し
た
取
り
組
み
を
行
っ
た
事
業
者

の
成
功
事
例
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、

お
客
様
に
対
し
て
い
か
に
「
と
き
め

き
」（
心
を
満
た
す
わ
く
わ
く
す
る
商

売
）
を
も
た
せ
る
か
に
つ
い
て
を
学

び
、
笑
顔
と
活
気
に
溢
れ
た
研
修
会

と
な
り
ま
し
た
。

令和５年１月１日発行第89号(1)
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引
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立
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よ
ろ
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申
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。

　
令
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５
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ト
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令
和
４
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制
度
改
正
等
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課
題
解
決
環
境
整
備
事
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改
正
電
子
帳
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対
応
セ
ミ
ナ
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の
制
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、
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を
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さ
い
）

若手後継者等育成事業研修会 事業者向け講習会



　

　令和４年分の決算・申告時期に備え、適切な税務申告が行えるよう税務個別相談会
を開催いたします。

【税務個別相談開催日程】

　　
　※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、本所のみでの開催となります。

　● 個別相談会は青色申告者を対象に行います。
　● 事業所得に係る各種の疑問・相談に個別に対応いたします。
　● 税務申告（所得税・消費税）が出来るように個別に対応いたします。

【税務個別相談内容】
■内　容
　　青色申告者を対象にご指導いたしますので、帳簿、集計表、控除証明書等をご持
参下さい。また、１人概ね１時間以内の限られた時間の相談になりますので、集計等
されたものをご持参下さい。
　　尚、消費税申告においては、所得税確定申告書必要書類のほかに、令和２年分・
令和３年分の消費税確定申告書控をご持参下さい。

■講　師　東北税理士会宮城県北支部築館部会所属税理士

■相談料　無　料

■申込み　詳細のご案内は、２月初旬にお知らせいたします。
　　　　　※税務相談指導は個別の相談となりますので
　　　　　　完全予約制になります。

■その他　新型コロナウイルス感染症予防の為、
　　　　　マスク着用の上ご来館ください。
　　　　　また、入館時の検温・手指消毒に
　　　　　ご協力お願い致します。

№ 種　目 開催月日 開催時間 開催場所

1

青色申告決算・
消費税個別相談

２月２７日（月） 10：00～16：00

一迫花山商工会館
（本所）

2 ３月　３日（金） 10：00～16：00

3 ３月　８日（水） 10：00～16：00

4 ３月１３日（月） 10：00～16：00

令和５年１月１日発行第89号(2)

令和４年分
 青色申告決算・消費税個別相談のご案内



　令和元年10月１日に消費税率の引上げとともに消費税軽減税率制度が導入されていますが、令和５年10月１日からは
適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。軽減税率が導入されたことで、８％と10％の消費税が混在する
ようになったため、売り手と買い手双方が正確な税額を確認できるように導入される制度です。
　事業を営むほとんどの方に関係し、導入する場合には申請・登録をして必要事項を記載した請求書を発行することなど
が必要になります。

◆詳しくは、「国税庁インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/
　shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

令和５年10月１日 令和３年10月１日令和５年３月31日
制度スタート

区分記載請求書保存方式適格請求書等保存方式
　（インボイス）

インボイス発行事業者となるための登録

A 適格請求書発行事業者の登録申請書
B 消費税課税事業者選択届出書

原則として免税事業者がインボイス発行事業者になるに
は、次の２つの書類を税務署へ提出する必要があります。

制度開始時から導入するには、
令和５年３月31までに申請を
終える必要があります。
※事情により申請が困難な場合には、
　令和５年９月30日まで登録が猶予
　されます。

登録は
始まっています。Point

インボイス＝「適格請求書」は、取引のとき、
必要なものを購入する買い手と、それを売
る売り手でやり取りします。「必要なもの」は
物品だけでなく、サービスなども含まれます。
買い手は、このインボイスがないと消費税の
仕入税額控除を受けることができません。
※インボイスに必要な事項が記載され、取引相手が

発行した請求書等を保存することで仕入れ税額控
除を受けられます。ただし、簡易課税事業者の場
合を除きます。

★  

インボイス制度って何？

★  

買い手 ➡ 仕入税額控除の適用のために、原則として売
手から交付を受けたインボイス（適格請求書）
を保存する必要があります。

売り手 ➡ インボイス（適格請求書）を交付するためには、
事前にインボイス発行事業者（適格請求書発
行事業者）の登録を受ける必要があります。

　　　 ➡ 登録を受けると、※課税事業者として消費税
の申告が必要となります。
※免税事業者のまま、インボイス発行事業者（適格

請求書発行事業者）になる事は出来ません。

★  

適格請求書等保存方式
　　　 （インボイス制度）って何？

★  

令和５年１月１日発行第89号(3)

「インボイス制度」が始まります！
令和５年10月１日から

★商工会では「一目でわかる！インボ
イスの手引き－実務篇－」を窓口で
配布しております。（数量限定）

（登録を受けるかどうかは事業者の任意です）
① 売上先（取引先）から、インボイスを求められるか検討・確認をしてみましょう。
□ 課税事業者である売上先は、仕入税額控除のため、あなたが交付するインボイスが必要です。
□ 課税事業者であっても簡易課税制度を選択している売上先は、インボイスが不要です。
□ 一般消費者、免税事業者である売上先は、インボイスが不要です。
② 登録を受けた場合と受けなかった場合について、考えてみましょう。
□ 登録を受けた場合は、インボイスが交付でき、課税事業者として消費税の申告が必要です。
□ 登録を受けない場合は、インボイスを交付できませんが、課税事業者となる必要はありません。
　 なお、売上先は、経過措置期間は仕入税額の一部が控除できます。（経過措置終了後は控除できません。）
□ 必要に応じて、取引先（売上先や仕入先）と取引条件の見直しを相談するなども検討しましょう。また、
逆に、取引先から相談を受ける場合もあり得ます。

★

 登録を受けるかどうかの判断について ★



令和５年１月１日発行第89号(4)

経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、 
無担保・無保証人・低利で融資する商工会の会員限定の融資制度です。

融資対象
常時使用する従業員が商業・サービス業：５人以下、
製造業・その他：２０人以下の事業者

対象資金 運転資金、設備資金

融 資 額 ２, ０００万円以内（※１）

返済期間
運転資金　７年以内（据置１年以内）
設備資金１０年以内（据置２年以内）
※元金返済据置期間は、ご希望の期間に設定

融資利率
年１．３０％（令和５年１月４日現在）
※最新の金利は商工会にご確認下さい！

融資機関 日本政策金融公庫（国民生活事業）

商工会の「経営指導」と「融資の推薦」を受けた方が利用できる制度です！

※１ 1 , 500万円超の貸付を受けるには、事前に事業計画を作成する等の
　　 要件がございますので、詳しくは商工会までお問い合わせ下さい。

◉運転資金として　仕入資金、手形決済資金、給与・ボーナスの
　　　　　　　　　支払いなど
◉設備資金として　工場・店舗の改装資金、車両購入、機械設備
　　　　　　　　　の購入など
◉ご準備いただく主な書類

個人企業：前年・前々年の青（白）色決算書、確定申告書、
　　　　　所得税・事業税・住民税の領収書
法人企業：前期・前々期の決算書、確定申告書、決算後
　　　　　６ヶ月を過ぎている場合は最近の試算表、法
　　　　　人税・事業税・法人住民税の領収書

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１ヵ月の売上高、
または過去６ヵ月の平均売上高が前４年のいずれかの年の同期と
比較して５％以上減少している方

対象資金 運転資金、設備資金

融 資 額 １,０００万円以内（別枠）

返済期間
運転資金１０年以内（据置３年以内）
設備資金１０年以内（据置４年以内）
※元金返済据置期間は、ご希望の期間に設定

融資利率
当初３年間　年０．４％　３年経過後　年１．３０％

（令和５年１月４日現在）
※最新の金利は商工会にご確認下さい！

融資機関 日本政策金融公庫（国民生活事業）

マル経融資制度をご利用下さい！

（制度の詳細等は商工会までお問合せ下さい。）

商工会の経営指導を受けている小規模事業者の方へ！

① 商工会の経営指導を受けていること（原則６か月以上）
② 所得税、法人税、事業税等の義務納税額をすべて完納していること 
③ 商工業者（最近１年以上事業を行っている事業者） 
 ※日本政策金融公庫の非融資対象業種等は対象外

申込の要件

マル経融資３つの特長

l 担保不要！ 2 保証人不要！ 3 低金利！

贈って便利　もらって重宝

※有効期限は発行日より６ヶ月です。

※額面５００円で、つり銭はお出しできませんのでご注意願います。

商
品
券
ご
利
用

方
法
い
ろ
い
ろ

一迫花山共通商品券をご利用下さい

お問い合わせは　一迫商工振興会（一迫花山商工会館内） ＴＥＬ ５２－３３００

●ご入学、ご就職などのお祝いに

●お見舞い、仏事のお返しに

●スポーツの競技会やイベントの賞品景品

●お中元、お歳暮などの季節のごあいさつに

●その他お使いみちいろいろ

通年販売しております

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を
対象とした公的な融資制度です。

【ご 融 資 額】お子さま１人あたり３５０万円以内
【金　　　利】年１．９５％　固定金利

【ご返済期間】１８年以内
【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金･
　　　　　　家賃など

【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保　　　証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

詳しくは、ＨＰ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 までお問い合わせください。

※「母子家庭」、「父子家庭」、「交通遺児家庭」、「世帯年収200万円
　（所得132万円）以内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ
　世帯年収500万円（所得356万円）以内の方」は年１．５５％
　（令和4年11月1日現在）

（日本政策金融公庫）お子さまの
教育資金を が サポート！

★金融相談日のお知らせ★

■相談日程　１月２６日(木)、２月８日(水)
　　　　　　２月２２日(水)
■相談時間　午前10時～午後４時まで
■場　　所　一迫花山商工会 本所

※事業資金でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

※ご相談の際は、あらかじめ電話等で予約の上ご来所願います。

宮城県最低賃金
最低賃金時間額 効力発生日

８８３円  R４.10.１

特定（産業別）最低賃金 最低賃金時間額 効力発生日

① 鉄　 鋼 　業 ９８３円

 R４.12.15　 電子部品・デバイス・電子回路、
② 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ９１９円

③ 自動車小売業 ９４６円

県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、パート、アルバイト等
を含む）に適用される宮城県最低賃金は下記の通りです。また、①
から③の業種に該当する事業場で働く労働者には、特定（産業別）最
低賃金が適用されます。

宮城県最低賃金について

マル経融資などの金融や経営に関するご相談はお気軽に　　一迫花山商工会まで！ ☎ 52－3300

新型コロナウイルス対策マル経融資〔別枠〕
R5.3.31まで

マル経融資制度
（小規模事業者経営改善資金融資制度）


